
令和８年７月１日から、下記のとおり施設利用料を改定いたしますので、

ご理解のほど、お願い申しあげます。

１　専用利用料金

改正額(円)

9:00 ～21:00 3,440

9:00 ～12:00 1,030

13:00 ～17:00 1,380

18:00 ～21:00 1,030

380

２　専用以外の利用料金

単位 改正額(円)

1,200

600

1,440

720

1,200

600

950

490

審判艇 3,590

600

300

720

360

600

300

480

250

審判艇 1,800

2,630

1,310

1,910

950

1,670

840

1,310

650

令和８年６月

(公財）富山県スポーツ協会

富山県漕艇場

艇を利用
する場合

ナックル
フォア

一般

1艇につき
1日

生徒及び学生

区　　　分 単位

会　議　室

　超過時間1時間

区　　　分

シェルフォア
一般

生徒及び学生

ダブルスカル
一般

生徒及び学生

シングル
スカル

一般

生徒及び学生

ナックル
フォア

一般

生徒及び学生

ダブルスカル
一般

生徒及び学生

シングル
スカル

一般

1人1泊につき
生徒及び学生

生徒及び学生

艇を保管
する場合

ナックルフォア
及び

シェルフォア

一般

1艇につき
1月

生徒及び学生

ダブルスカル
一般

生徒及び学生

1艇につき
半日

生徒及び学生

シェルフォア
一般

シングル
スカル

一般

生徒及び学生

宿　泊　室
一般


